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２ ６ 春 闘 は

「大幅賃上げ・諸要求の実現」を

しっかりと行なうべきである！
ＪＲ西日本会社は、シニア社員・グランドシニア社員・契約社員

に精励手当・精勤手当を支払っている。回答として「精励手当・精

勤手当は会社業績等に関わらず、出勤日数に応じて固定額を支払う

手当」としている。

社長メッセージ等でも「社員一丸」「ＪＲ西日本グループ一丸」

などとよく使われるが、シニア社員や契約社員等は「社員」には含

まれないのか。ひどい仕打ちではないでしょうか。会社業績に関わ

らずと主張されるが、全く気にするなということなのか。シニア社

員等や契約社員も点呼などでしっかりと業績も見て業務を行なって

いる。全く関係ないような主張がいつまでも通るものではない。

「社員一丸」となるためにもしっかりと改善を行なうべきである！！

現場の声は「社員と同じ仕事をしているのに安い」「今までの業務

以上に技術継承まで言われても賃金は上がらない」など、不満の声

は多数あります。全ての社員の声を受け止めて、しっかりと向き合

うべきではないでしょうか。


